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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第23期

第２四半期累計期間
第23期

第２四半期会計期間
第22期

会計期間
自 平成20年10月１日
至 平成21年３月31日

自 平成21年１月１日 
至 平成21年３月31日

自 平成19年10月１日 
至 平成20年９月30日

売上高 (千円) 848,790 605,651 1,668,654

経常利益 (千円) 364,026 339,931 691,121

四半期(当期)純利益 (千円) 197,162 183,364 473,753

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) ― 581,067 581,067

発行済株式総数 (株) ― 31,536 34,036

純資産額 (千円) ― 2,117,092 2,239,284

総資産額 (千円) ― 2,454,964 2,691,633

１株当たり純資産額 (円) ― 67,132.56 65,791.63

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 6,145.01 5,814.44 13,919.18

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 3,400.00 3,400.00 6,300.00

自己資本比率 (％) ― 86.2 83.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 72,251 ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 34,626 ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △317,594 ― ―

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 1,481,943 ―

従業員数 (名) ― 55 56

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標の推移については
記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
３　持分法を適用した場合の投資利益については、当社は持分法を適用する関連会社がないため記載しておりませ
ん。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記
載しておりません。

５　当社はキャッシュ・フロー計算書を第23期第１四半期会計期間より作成しているため、第22期の営業活動によ
るキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金
及び現金同等物の期末残高については記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容について重要な変更はありませ

ん。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年３月31日現在

従業員数(名) 55（4）

(注）１　従業員は就業人員であります。

２　臨時雇用者数は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

(単位:千円）

事業区分

当第２四半期会計期間

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

金額

人材アセスメント業 68,290

内訳

プロダクト 　　　　　　　－

コンサルティング 　　　　　　　－

トレーニング 　　　　　　　－
（注）1　当社は、プロダクトを使用して人材アセスメントサービスを提供するという単一事業を営む会社であります。

プロダクト、コンサルティング、トレーニングという区分は、提供するサービスの形態別区分であります。プロ
ダクト生産時には、プロダクトがどのサービス形態で提供されるかは未定であり、サービス形態別の生産実績
を区分して表示することは困難でありますので、生産実績は人材アセスメント事業のみの表示としておりま
す。

 2　上記生産実績には製品マスター（複写することによって制作した製品を販売するための、いわば原版となる複
写可能な完成品をいう）を含んでおります。

 3　金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。
　

(2) 受注状況

　　　(単位：千円）

事業区分

当第２四半期会計期間

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

受注高 受注残高

人材アセスメント業 370,691 15,900

内訳

プロダクト 　　－ 　　－

コンサルティング 370,691 15,900

トレーニング 　　－ 　　－
(注）1　当社での受注生産はコンサルティングのみであります。

2　金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
　

(3) 販売実績

　(単位:千円）

事業区分

当第２四半期会計期間

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

金額

人材アセスメント業 605,651

内訳

プロダクト 212,006

コンサルティング 378,700

トレーニング 14,944
（注）1　金額には、消費税等は含まれておりません。

2　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第２四半期会計期間

自　平成21年１月１日

至　平成21年３月31日

金額(千円） 割合（％）

㈱毎日コミュニケーションズ 175,772 29.0

（注）1　金額には、消費税等は含まれておりません。
 2　㈱毎日コミュニケーションズは当社の販売代理店であります。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期会計期間（平成21年1月１日～平成21年３月31日）は、例年、顧客の新規学卒採用選考の

ピーク期にあたります。そのため、当社においては診断処理業務が増加する傾向にあり、売上高は605百万

円となりました。サービス形態別には、プロダクト売上高212百万円、コンサルティング売上高378百万円、

トレーニング売上高14百万円であります。特に、「Webテスト」の顧客仕様版の販売が好調であったため、

コンサルティング売上高が前年同期と比較して増加しました。 

　当第２四半期会計期間の営業利益は337百万円であります。売上原価が72百万円ならびに販売費及び一

般管理費が195百万円とともに減少したことと、売上高が増加したことにより営業利益は前年同期と比較

して増益となりました。 

　当第２四半期会計期間の経常利益は339百万円であります。営業外費用が増加したものの、営業利益の増

益に加えて営業外収益が増加したことにより、経常利益は前年同期と比較して増益となりました。 

　当第２四半期会計期間の税引前四半期純利益は311百万円であります。これは、営業拠点の統廃合による

損失（固定資産除却損、事務所移転費用）28百万円を特別損失に計上したことによります。 

　以上に、法人税等を計上した結果、当第２四半期会計期間の四半期純利益は183百万円となりました。 

　　＜サービス形態別の売上高内訳＞

(百万円未満切捨て）

　

当第２四半期会計期間
自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日
金額 構成比

　 百万円 ％
プロダクト 212 35.0

コンサルティング 378 62.5

トレーニング 14 2.5

合計 605 100.0
　
（注) 上記において使用しているプロダクト、コンサルティング、トレーニングという区分は、提供するサービスの形態

別区分であります。当社は、プロダクトを使用して人材アセスメントサービスを提供するという単一事業を営む

ため、プロダクト生産時には、プロダクトがどのサービス形態で提供されるかは未定であり、サービスの形態別営

業費用を区分して表示することは困難でありますので、売上高のみを記載しております。

　

(2) 財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末における財政状態について前事業年度末と対比いたしますと、資産合計は236

百万円減少し2,454百万円となりました。これは主に、現金及び預金が自己株式の取得、納税及び配当の支

払等により310百万円減少したことによります。 

　負債合計は114百万円減少し337百万円となりました。役員退職慰労金の支払により役員退職慰労引当金

が98百万円減少したことが主たる要因であります。 

　純資産合計は122百万円減少し2,117百万円となりました。主たる要因は、四半期純利益を計上したもの

の自己株式の消却及び配当の支払により利益剰余金が120百万円減少したためであります。 

　

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期

間末とほぼ同額であり、また前連結会計年度末に比べ210百万円（12.4%）減少し、当第２四半期会計期間

末には1,481百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四半期会計期間における営業活動による資金の増加は70百万円となりました。その主な内訳とし
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て、収入要因は税引前四半期純利益311百万円であり、支出要因は売上債権の増加額212百万円、未払金の

減少額100百万円であります。その結果、当第２四半期累計期間の営業活動による資金の増加は72百万円

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　当第２四半期会計期間における投資活動の結果、使用した資金は61百万円となりました。これは、敷金の

差入による支出57百万円が主たる要因であります。その結果、当第２四半期累計期間の投資活動による資

金の増加は34百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　 

　当第２四半期会計期間における財務活動の結果、使用した資金は９百万円となりました。これは配当金

の支払額９百万円によるものであります。 その結果、当第２四半期累計期間の財務活動により使用した

資金は317百万円となりました。 

　

(4) 事業上及び財政上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期会計期間の研究開発費の総額は３百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期会計期間において、当社は東京都内の営業拠点の統廃合に伴い、以下の設備の除却を行っ

ております。

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名)

建物及び構築物

大手町事務所
(東京都千代田区)

事務所 15,657 ―

　(注) 金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

ａ　重要な設備の完了及び変更

第１四半期会計期間末に計画中であったもののうち、当第２四半期会計期間中に完了及び変更した

計画はありません。

　

ｂ　重要な設備の新設等

当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。

　

ｃ　重要な設備の除却等

　当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却は以下のとおりであります。

事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(千円)
除却等の 
予定年月

除却等による減
少能力建物及び

構築物
工具器具備品 合計

本社
(東京都中野区)

事務所
(一部）

4,708 251 4,959平成21年5月 ―

九段下事務所
(東京都千代田区)

事務所 1,081 434 1,515平成21年5月 ―

　(注) 金額には消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 112,000

計 112,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年５月15日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 31,536 31,536

大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・
マーケット―「ヘラ
クレス」市場

株主として権利内容に制限の
ない、標準となる株式であり、
単元株制度は採用しておりま
せん。

計 31,536 31,536 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①平成17年12月22日定時株主総会

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年３月31日)

新株予約権の数(個)　　　　(注)１、２ 919

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
「（１）株式の総数等②発行済株式」に記
載の普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
　　　　　　　　　　　　　(注)１、２、３

919

新株予約権の行使時の払込金額(円)
　　　　　　　　　　　　　(注)４、５

296,000

新株予約権の行使期間
平成20年1月1日～
平成25年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価額及び資本組入額(円)

発行価額　　296,000
資本組入額　148,000

新株予約権の行使の条件　　

　被割当者は、行使の時点においても会社ま
たは関係会社の取締役、監査役、または使用
人の地位にあることを要する。
　権利行使に係る新株発行価額の年間合計
額は、1,200万円を超えないものとする。
　その他の条件は、当社と被割当者との間で
締結した「新株予約権割当契約」で定める
ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―

(注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は１株です。

２　平成21年3月31日現在、取得者（付与対象者）のうち15名（新株予約権の数81個）が退職により資格喪失して

おります。

３　当社が、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただ
し、かかる調整は、調整の事由が発生した時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につい
てのみ行われ、計算の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。 
　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき
は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。

４　発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず
る１円未満の端数は切り上げます。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

５　発行日後に、時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額
を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。その他、新株予約権（その権利行使により発行
される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る）を発行する場合についても、これに
準じて行使価額は調整されるものとします。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株
式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとします。 

　 　 　 　
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たりの払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新株発行前１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行株式数
上記の場合の他、発行日後に、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを
得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するも
のとします。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年２月６日 △2,500 31,536 ― 581,067 ― 320,530

(注)　自己株式の消却による減少であります。

　

(5) 【大株主の状況】

平成21年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社毎日コミュニケーションズ 東京都千代田区一ツ橋1丁目1－1 9,000 28.53

清　水　義　子 静岡県熱海市 4,000 12.68

ウイリアム　マベイ
東京都千代田区丸の内1丁目9番1号
(常任代理人　大和証券エスエムビー
シー株式会社）

2,000 6.34

ＵＢＳ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＬＬＣ－
ＨＦＳ ＣＵＳＴＯＭＥＲ ＳＥＧＲＥＧ
ＡＴＥＤ ＡＣＣＯＵＮＴ　

東京都品川区東品川２丁目３番14号　
(常任代理人　シティバンク銀行株式会
社)

1,800 5.70

エイチエスビーシー ファンド サービ
シィズ スパークス アセット マネジメン
ト コーポレイテッド　

東京都中央区日本橋3丁目11番1号 
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

1,370 4.34

清　水　達　哉　　 神奈川県横浜市 1,250 3.96

清　水　直　哉 東京都目黒区 1,250 3.96

堀　　眞　彰　 東京都港区 470 1.49

峯　　孝　奈 東京都調布市 247 0.78

土　谷　晴　夫　 東京都世田谷区 183 0.58

　　　　　計 ― 21,570 68.39
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　31,536 31,536
「（１）株式の総数等②発行済株
式」に記載の普通株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 31,536 ― ―

総株主の議決権 ― 31,536 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12株（議決権の数12個）含まれており

ます。

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

（注）当社は、平成21年１月23日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、平

成21年２月６日に自己株式2,500株の消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期会計期間末における自己

株式はありません。

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　10月

　
　11月

　
　12月

平成21年
　１月

　
　２月

　
　３月

最高(円) 118,00092,00087,700100,500112,500105,900

最低(円) 72,00079,00077,50087,40095,50096,000

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニューマーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長　営業担当 代表取締役社長 奈　良　　学 平成21年４月１日

常務取締役　開発担当 常務取締役　営業担当 三　條　正　樹 平成21年４月１日

取締役　ＨＲコンサルティング
チーム１リーダー

取締役　中野営業チームリーダー 清　田　　茂 平成21年４月１日

取締役　ＨＲコンサルティング
チーム２リーダー

取締役　九段下営業チームリーダー 中　村　和　司 平成21年４月１日

取締役　大阪ＨＲコンサルティ
ングチームリーダー

取締役　大阪営業チームリーダー 神　田　貴　彦 平成21年４月１日

　

EDINET提出書類

日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)

四半期報告書

12/26



第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間(平成21年１月１日か

ら平成21年３月31日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年10月１日から平成21年３月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

日本エス・エイチ・エル株式会社(E05243)

四半期報告書

13/26



１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,581,943 1,892,660

受取手形及び売掛金 489,350 452,691

製品 16,327 16,191

半製品 3,220 2,381

仕掛品 5,190 1,544

貯蔵品 5,359 5,817

その他 46,508 35,887

流動資産合計 2,147,900 2,407,173

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 23,115 40,821

構築物（純額） 157 171

工具、器具及び備品（純額） 3,372 4,003

土地 12,471 12,471

有形固定資産合計 ※１
 39,117

※１
 57,469

無形固定資産

製品マスター 22,793 31,482

製品マスター仮勘定 6,109 6,290

その他 5,461 5,148

無形固定資産合計 34,363 42,921

投資その他の資産 233,582 184,069

固定資産合計 307,063 284,459

資産合計 2,454,964 2,691,633

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,308 7,667

未払金 2,454 2,364

未払法人税等 144,443 189,499

未払費用 71,038 55,104

その他 36,027 43,330

流動負債合計 274,272 297,965

固定負債

退職給付引当金 39,554 31,899

役員退職慰労引当金 9,045 107,485

その他 15,000 15,000

固定負債合計 63,599 154,384

負債合計 337,871 452,349
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 581,067 581,067

資本剰余金 320,530 320,530

利益剰余金 1,215,601 1,336,152

株主資本合計 2,117,198 2,237,749

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △106 1,534

評価・換算差額等合計 △106 1,534

純資産合計 2,117,092 2,239,284

負債純資産合計 2,454,964 2,691,633
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 848,790

売上原価 117,905

売上総利益 730,885

販売費及び一般管理費 ※１, ※2
 369,797

営業利益 361,088

営業外収益

受取利息 1,873

保険解約返戻金 7,598

その他 377

営業外収益合計 9,849

営業外費用

自己株式取得費用 386

投資事業組合運用損 6,524

営業外費用合計 6,911

経常利益 364,026

特別損失

固定資産除却損 18,294

事務所移転費用 10,285

特別損失合計 28,580

税引前四半期純利益 335,446

法人税等 ※3
 138,284

四半期純利益 197,162
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【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

当第２四半期会計期間
(自 平成21年１月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 605,651

売上原価 72,849

売上総利益 532,801

販売費及び一般管理費 ※１, ※2
 195,703

営業利益 337,097

営業外収益

受取利息 1,482

保険解約返戻金 7,598

その他 276

営業外収益合計 9,357

営業外費用

投資事業組合運用損 6,524

営業外費用合計 6,524

経常利益 339,931

特別損失

固定資産除却損 18,294

事務所移転費用 10,285

特別損失合計 28,580

税引前四半期純利益 311,351

法人税等 ※3
 127,987

四半期純利益 183,364
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第２四半期累計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 335,446

減価償却費 16,277

受取利息 △1,873

固定資産除却損 18,294

事務所移転費用 10,285

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △98,440

売上債権の増減額（△は増加） △36,659

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,163

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,188

仕入債務の増減額（△は減少） 12,641

未払金の増減額（△は減少） △28

その他 4,361

小計 253,608

利息の受取額 1,441

法人税等の支払額 △182,798

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 100,000

無形固定資産の取得による支出 △7,663

敷金の差入による支出 △57,710

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △210,500

配当金の支払額 △107,094

財務活動によるキャッシュ・フロー △317,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △210,716

現金及び現金同等物の期首残高 1,692,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 1,481,943
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日)

会計処理基準に関する事項の変更

１　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる損益に与える影響はありません。

２　「リース取引に関する会計基準」等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響はありま

せん。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日)

１　棚卸資産の評価方法

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して、合理的な方法により算定する方法によっております。

２　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　
当第２四半期累計期間

(自　平成20年10月１日　至　平成21年３月31日)

１　税金費用の計算

当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法としております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成21年３月31日)

前事業年度末
(平成20年９月30日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　49,090千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　67,996千円

　

(四半期損益計算書関係)

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成21年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

ロイヤルティ 17,195千円

給料手当 106,836千円

退職給付費用 4,955千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,559千円

 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は8,614千円であ

ります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費

はありません。

 

※３　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しており

ます。

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

ロイヤルティ 12,456千円

給料手当 57,508千円

退職給付費用 4,146千円

役員退職慰労引当金繰入額 928千円

 

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は3,790千円であ

ります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費

はありません。

 

※３　法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しており

ます。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成21年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,581,943千円

　 　

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △100,000千円

　 　

現金及び現金同等物 1,481,943千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成21年３月31日)及び当第２四半期累計期間(自　平成20年10月１日　至　平成21

年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 31,536

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) ―

　
　
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年12月20日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 107,213 3,150平成20年９月30日 平成20年12月22日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年４月30日
取締役会

普通株式 利益剰余金 107,222 3,400平成21年３月31日 平成21年６月１日

　　　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成20年11月７日開催の取締役会における自己株式（普通株式）の取得決議に基づき、平成20

年11月10日に自己株式2,500株を取得し、第１四半期会計期間において自己株式が210,500千円増加いた

しました。また、平成21年１月23日開催の取締役会決議に基づき、平成21年２月６日に自己株式2,500株を

消却し、当第２四半期会計期間において利益剰余金及び自己株式が210,500千円減少いたしました。この

結果、当第２四半期会計期間末における自己株式の残高はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日)

前事業年度末
(平成20年９月30日)

67,132円56銭 65,791円63銭

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日)

前事業年度末 
(平成20年９月30日)

１株当たり純資産額 　 　

　純資産の部の合計額（千円） 2,117,092 2,239,284

　普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額
　（千円)

2,117,092 2,239,284

　普通株式の発行済株式総数（株） 31,536 34,036

　普通株式の自己株式数（株） ― ―

 １株当たり純資産額の算定に用いられた四半期
末（期末）の普通株式の数（株）

31,536 34,036

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　

当第２四半期累計期間
(自　平成20年10月１日 
　至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純利益 6,145円01銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載して

おりません。

 ２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。

項目
当第２四半期累計期間 
(自　平成20年10月１日 
　至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純利益 　

　四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 197,162

　普通株主に帰属しない金額(千円) ―

　普通株式に係る四半期純利益(千円) 197,162

　普通株式の期中平均株式数(株) 32,085

　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　

　四半期純利益調整額(千円) ―

　普通株式増加数(株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

―
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第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間 
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純利益 5,814円44銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載して

おりません。

 ２ １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。

項目
当第２四半期会計期間 
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年３月31日)

１株当たり四半期純利益 　

　四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 183,364

　普通株主に帰属しない金額(千円) ―

　普通株式に係る四半期純利益(千円) 183,364

　普通株式の期中平均株式数(株) 31,536

　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 　

　四半期純利益調整額(千円) ―

　普通株式増加数(株) ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前事業年度末から重要な変動がある
場合の概要

―

　

　

２【その他】

第23期（平成20年10月１日から平成21年９月30日まで）中間配当については、平成21年４月30日開催の

取締役会において、平成21年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

　　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 107,222千円

　　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　 　　3,400円

　　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　平成21年６月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年５月15日

日本エス・エイチ・エル株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　金　子　能　周　　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　田　中　賢　二　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

エス・エイチ・エル株式会社の平成20年10月１日から平成21年９月30日までの第23期事業年度の第２四半期

会計期間(平成21年１月１日から平成21年３月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年10月１日から平

成21年３月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、日本エス・エイチ・エル株式会社の平成21年３月31日

現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２

四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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